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衆
議
院
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員
宮
川
伸
君
提
出
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発
輸
出
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る
再
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る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

少
な
く
と
も
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
英
国
、
ト
ル
コ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
五
か
国
か
ら
、
日
本
の
原
子
力
技

術
に
対
す
る
期
待
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

各
国
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
で
発
生
し
た
使
用
済
燃
料
を
再
処
理
す
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
国
で
判
断
す
る
も
の
で
あ

り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。
ま
た
、
我
が
国
は
、
原
子
炉
等
の
原
子
力
資
機
材
等
を
輸
出
す
る
に
当
た
っ

て
は
、
二
国
間
原
子
力
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
資
機
材
等
を
用
い
て
行
う
処
理
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
核
物
質

を
含
め
、
こ
れ
ら
の
平
和
的
利
用
に
つ
い
て
、
輸
出
先
国
か
ら
保
証
を
取
り
付
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
各
国
と
の
二
国
間
原
子
力
協
定
上
、
我
が
国
が
輸
出
し
た
原
子
炉
等
の
原
子
力
資
機
材
等
を
用
い
て
行
う
処
理

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
核
物
質
は
、
平
和
的
非
爆
発
目
的
に
の
み
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
よ
う
な
民
間
企
業
の
活
動
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

四
に
つ
い
て

原
子
力
の
安
全
に
関
す
る
条
約
（
平
成
八
年
条
約
第
十
一
号
）
第
十
六
条
�
に
お
い
て
、
締
約
国
は
、
緊
急
事
態
計
画
が

準
備
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

二


